
古賀市告示第１２８号 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）交付要綱を次

のように定める。 

 

令和７年６月１２日 

古賀市長  田 辺 一 城 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）交 

付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰対策として、市内の中小企業者が行うデジタル化

の促進に係る経費の一部を補助することで、中小企業者の業務の効率化、生産

性の向上及び事業継続を図るため、古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デ

ジタル化推進タイプ）（以下「補助金」という。）を交付することについて、古

賀市補助金交付規則（平成３１年規則第８号）（以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に

規定する中小企業者をいう。 

⑵ デジタル製品 人が行う業務を代替又は補助することで、既存業務の効率

化や生産性の向上に資する機器、ソフトウェア等をいう。 



（補助対象者） 

第３条 補助金の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中小企業者

であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に事業所等を有し、事業を営んでいる者 

⑵ 交付申請後においても、市内で事業を継続する意思を有する者 

⑶ 市税に滞納のない者 

⑷ 関係法令を遵守している者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とし

ない。 

⑴ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に該当する事業を営む者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者 

⑷ 公序良俗に反する事業を営む者 

⑸ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者 

⑹ 同一年度内にすでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けている又は受ける予

定がある者 

⑺ その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次

に掲げるものとする。 

⑴ 令和７年４月１日から令和８年１月３０日までの間に行うデジタル製品の



導入 

⑵ 前号の規定に基づき導入したデジタル製品の活用により既存業務の効率化

や生産性向上を図る取組 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び

補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税（消費税

の申告義務がない場合や簡易課税方式により申告している場合等、補助対象事業に

要する経費に係る仕入控除額が０円となることが明らかである場合を除く。）は、

補助対象経費から除くこととする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国（独立行政法人を含む。）、県等から補助金等を受

けている場合は、国又は県等の補助の対象となる経費はこの要綱に基づく補助金の

補助対象経費とすることはできない。 

３ 補助金の額に、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、別に定める期日までに、古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル

化推進タイプ）交付申請書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請に係る書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適正

であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事

項に修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。 



３ 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに

付した条件を古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）

交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者（「以下「補助事業者」という。）は、

補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から３０日を経過

した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の２月末日のいずれか早い

日までに古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）実績

報告書(様式第３号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなけれ

ばならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付した

条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付

すべき補助金の額を確定し、古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル

化推進タイプ）額確定通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するもの

とする。 

 （事業の状況調査） 

第１０条 市長は、補助事業者に対し、補助対象事業が完了した後に実施事業の

状況調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は当該調査に協

力しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１１条 規則第２２条ただし書の市長が定める期間は、補助対象事業により財

産を取得した後５年間とする。 

（補則） 



第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（効力） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助上限額 

ソフトウェア購入費・使用料、

ハードウェア購入費・賃借料

（リース料を含む。）、システム

作成委託費・改修費・初期設定

費、報償費 

補助対象経費の２／３ ５０万円 

 

ただし、報償費は

５万円とする。 

ハードウェア購入費・賃借料の

うちパソコン・タブレット端末

（周辺機器を含む）の購入費・

賃借料 

※原則として有料のシステム・

ソフトウェアを導入する場合に

限る。 

補助対象経費の１／３ １０万円 

ハードウェア購入費・賃借料の

うちキャッシュレス決済・セル

フオーダーシステム等の購入

費・賃借料 

補助対象経費の１／２ ２０万円 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

申請者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）の交付を受けたいので、関係

書類を添えて、次のとおり申請します。 

 

補助年度  

交付申請額                                         円 

補助事業の 

目的及び内容 
 

補助事業の効果  

補助事業の効果

を示す指標 

指 標  

現在値  目標値  

把握方法  

担当者 
氏 名  電 話  

ＦＡＸ  ｅ-ｍａｉｌ  

関係書類 

⑴ チェックリスト兼誓約書 

⑵ 事業実施計画書 

⑶ 補助対象事業収支計画書 

⑷ 補助対象経費の算定根拠となる見積書 

⑸ 市内中小企業者であることを確認できる書類 

⑹ 本人確認書類（個人事業主の場合） 

⑺ 市税に滞納のない証明書 

⑻ その他市長が必要と認める書類 

 
事前相談受付番号  



様式第２号（第７条関係） 

（公印省略） 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）交付（不交付）決定通知書 

 

古商発第   号 

令和７年  月  日 

 

  様 

古賀市長  田辺 一城 

 

年  月  日付けで交付申請のあった古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタ

ル化推進タイプ）について、次のとおり決定したので通知します。 

 

補助年度  

交付の可否 交 付  ・  不交付 

交付 

の場合 

補助内示額       円 

補助金交付 

予定時期 
年   月 

不交付 

の場合 

不交付 

の理由 
 

補助条件  

備  考 

⑴ 補助対象事業の内容、事業計画又は収支計画等交付決定に係る内容に変

更（軽微な変更を除く。）が生じた場合は、市長の承認を受けること。 

⑵ 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に届け出ること。 

⑶ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行

が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けるこ

と。 

⑷ その他古賀市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第８条関係） 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）実績報告書 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

届出者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

年  月  日付け  古商発第   号により補助金の交付決定を受けた補助対象事

業の実績について、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 

 

補助年度  

補助対象事業の実施期間  

補助対象事業の実績 

（デジタル製品の導入・活用状

況、業務効率化や生産性向上等

の実績） 

 

補助対象事業の効果 
指 標  

目標値  実績値  

補
助
金 

交付決定額  

実績額  

関係書類 

⑴ 補助対象事業資金収支報告書 

⑵ 補助対象事業の実施状況を証する書類 

⑶ 領収書の写しその他支払を証する書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第９条関係） 

（公印省略） 

 

古賀市物価高騰対策事業者支援補助金（デジタル化推進タイプ）額確定通知書 

 

古商発第   号 

令和 年  月  日 

 

  様 

古賀市長  田辺 一城              

 

令和 年 月 日付けで交付申請及び実績報告のあった古賀市物価高騰対策事業者支援補助金

（デジタル化推進タイプ）について、次のとおり決定し、額を確定したので通知します。 

 

交付の可否 交 付  ・  不交付 

交付の

場合 
交付確定額  円 

不交付 

の場合 

不交付 

の理由 
 

備  考 
⑴古賀市補助金交付規則の規定を遵守すること。 

 

 


